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県内における新型コロナウイルス感染が疑われる在宅の重症心身障害児（者）等の対応フロー図

※　医療機関又は指定の福祉施設等の受入体制を支援するため，医療的ケア等を勘案の上，専門職員を派遣

※ 対応の検討に当たっては，以下の状況を勘案

■ 障害の程度，医療的ケアの内容

■ 障害者本人及び介護者に係る感染症の重症度

■ 医療機関の受入体制

■ （公社）日本小児科学会新型コロナウイルス感染症対策ワーキンググループ

における見解 等

新型コロナウイルス感染が疑われる在宅の重症心身障害児（者）・

医療的ケア児（者）
（発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合など）

かかりつけ医療機関（小児科等）

保健所 ⑦ＰＣＲ検査結果把握

④検査受付の連絡

⑥受診

⑤受診日時・

場所の連絡

①電話・オンライン等による相談

③受入調整

②かかりつけ医療機関が相談内容に

応じて，重症心身障害児等に

・自医療機関を受診させるのか，

・ＰＣＲ検査を受診させるのか 等，

対応方針を検討し，

ＰＣＲ検査が必要と認める場合は，

その方針について，

相談窓口へ伝達し，検査を依頼する。

帰国者・接触者外来（ＰＣＲ検査）

相談窓口〔保健所〕

（コールセンター）

【 保健所，かかりつけ医，広島県新型コロナウイルス感染症患者

受け入れ調整本部（トリアージセンター）等において対応を検討 】

障害者本人又は介護者が陽性

【対応例】

医療機関での対応（親子入院等），在宅での療養（軽症の場合等）


